
1 

 

 

 

 東京都では、平成２３年４月に「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推

進する条例」を施行し、地震発生時における避難、救急消火活動、緊急物資の輸送及び

復旧復興活動を支えるために特に高い公共性を有し、沿道建築物の耐震化を図る必要が

ある道路を「特定緊急輸送道路」に指定し、その沿道建築物について、耐震診断が未実

施の場合は診断の実施を平成２４年４月から義務化しました。さらに、平成 26年 4月

には、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく耐震診断の義務付け建築物とし

ての位置づけを加え、重点的に耐震化を推進しています。 

そこで、府中市では次のとおり助成制度を実施し、特定緊急輸送道路沿道建築物の所

有者等が行う耐震化への取組みを支援します。 

 

府中市内の特定緊急輸送道路 

中央自動車道・甲州街道・小金井街道（甲州街道以北）・東八道路（府中街道以東）・

府中街道（市役所以北）・鎌倉街道（中河原駅以南）・新府中街道（甲州街道以南から 

中河原駅以北） 
 
助成対象となる建築物 

以下の全ての項目に該当する建築物が、 

助成制度の対象となります。 

（１）建築物の敷地が特定緊急輸送道路に 

接しているもの 

（２）昭和５６年６月１日施行の耐震基準 

以前に建築（工事着手）されたもの 

（３）建築物の高さが道路幅員のおおむね 

２分の１を超えるもの 
 
助成対象者 

 上記に該当する建築物の所有者（分譲マンションの場合は管理組合等） 
 
助成制度の種類と適用予定期間 

（Ⅰ）補強（建替）設計助成 ： 令和８年３月末までに完了したもの 

（Ⅱ）耐震改修助成     ： 令和８年３月末までに補強設計を完了したもの 

（Ⅲ）建替え助成      ： 令和８年３月末までに完了したもの 

（Ⅳ）除却助成       ： 令和８年３月末までに完了したもの 

 ただし、助成金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とします。 

 （予算確保のため、原則、助成金を申請する前年度の９月末までにご相談ください。） 

 
 

令和７年６月 

府中市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金 

 

＜建築物の高さのイメージ＞ 

問合せ   ○ 府中市の助成制度について ○ 
      府中市 都市整備部住宅課 住宅安全係 

電話 ０４２－３３５－４１７３  E-mail jutaku02@city.fuchu.tokyo.jp 
○ 都の条例及び条例に伴う手続きの内容、建築士団体等について ○ 

       公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター 耐震化相談窓口 
電話 ０３－５９８９－１４７０ 
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１ 助成の要件 

（１）構造耐震指標が木造の場合Ｉｗ値１．０未満相当若しくは非木造の場合Ｉｓ値０．

６未満相当又は倒壊の可能性があると判断されたものであること。 

（２）原則として第三者機関の評定を受けたものであること。 

（３）建築基準法及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正をする設計を同

時に行うものであること。 

（４）令和８年３月末までに補強設計を完了すること。 
 

２ 助成金の額 

補強設計に要した費用（助成対象限度額注あり） 
 
（注）助成対象限度額 延べ面積１，０００㎡以下の部分          ５，０００円／㎡ 

延べ面積１，０００㎡を超え２，０００㎡以下の部分 ３，５００円／㎡ 

延べ面積２，０００㎡を超える部分         ２，０００円／㎡ 

 

 

 
 

１ 助成の要件 

（１）構造耐震指標がＩｗ値０．７未満相当若しくはＩｓ値０．３未満相当又は倒壊の

可能性があると判断されたものであること。 

（２）建築基準法及び関係法令に適合する内容であること。 

（３）着手が当該住宅又は建築物の建替工事の着手前であり、かつ、完了が当該建替工

事に係る新築工事前であること。 

（４）令和８年３月末までに建替設計を完了すること。 
 

２ 助成金の額 

建替設計に要した費用（助成対象限度額注あり） 

 
（注）助成対象限度額 延べ面積１，０００㎡以下の部分          ５，０００円／㎡ 

延べ面積１，０００㎡を超え２，０００㎡以下の部分 ３，５００円／㎡ 

延べ面積２，０００㎡を超える部分         ２，０００円／㎡ 

 

 

１ 助成の要件 

１ 助成の要件 

（１）構造耐震指標が木造の場合Ｉｗ値１．０未満相当又は非木造の場合Ｉｓ値０．６

未満相当で著しく危険と認められるものを、耐震改修後にＩｗ値１．０相当以上

若しくはＩｓ値０．６相当以上とする耐震改修であること。 

（２）当該耐震改修の計画について、原則として第三者機関の評定を受けたものである

こと。 

（３）建築基準法及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が同時になされ

るものであること。 

Ⅰ 補強設計助成 

Ⅲ 耐震改修助成 

Ⅱ 建替設計助成 
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（４）令和８年３月末までに耐震改修工事を完了すること。 
 

２ 助成金の額 

耐震改修に要した費用（助成対象限度額注あり）の１０分の９ 

 
（注）助成対象限度額 

●建築物：57,000 円／㎡（棟あたりの限度額 570,000,000 円／棟） 

●マンション：51,700 円／㎡（棟あたりの限度額 51,700,000 円／棟） 

●住宅：39,900 円／㎡（棟あたりの限度額 399,000,000 円／棟） 

 ※免震工法等の特殊な工法による場合：93,300 円／㎡（棟あたりの限度額 建築物 933,000､000 円／棟 

                                    マンション 864,000,000 円／棟） 

 ※Ｉｗ値０．７未満若しくはＩｓ値０．３未満又は倒壊の可能性があると判断された建築物の耐震改修（免震 

工法等特殊な工法を除く）の場合： 

建築物 85,500 円／㎡、マンション 77,550 円／㎡、住宅 59,850 円／㎡ 

（棟あたりの限度額 建築物 855,000,000 円／棟、マンション 775,500,000 円／棟、 

住宅 598,500,000 円／棟） 

 

●助成割合モデル● 

◎一般的な耐震改修 

          助成金で１０分の９補助 
 

 

助成対象限度額 建築物 57,000 円×延べ面積 

マンション 51,700 円×延べ面積 

住宅 39,900 円×延べ面積 

 

 

◎Ｉw値０．７未満若しくはＩｓ値０．３未満又は倒壊の可能性があると判断された建築物の耐震改修 

               助成金で１０分の９補助 
 

 

助成対象限度額 建築物 85,500 円×延べ面積 

マンション 77,550 円×延べ面積 

住宅 59,850 円×延べ面積 

 

※分譲マンション以外の建築物の延べ面積 5,000 ㎡を超える部分については、補助割合が異なります。 

 

 

 

 

 

 

１ 助成の要件 

（１）構造耐震指標が木造の場合Ｉｗ値１．０未満相当若しくは非木造の場合Ｉｓ値０．

６未満相当又は倒壊の可能性があると判断されたものであること。 

（２）令和８年３月末までに建替えを完了すること。 
 

２ 助成金の額 

耐震改修に要する費用相当額（注）の１０分の９ 

ただし、分譲マンション以外の５，０００㎡を超える部分については２分の１ 
 

（注）・耐震改修に必要な工事金額の概算の算出が必要となります。 

   ・助成対象限度額は耐震改修助成と同様です（特殊な工法による場合の規定は適用しません）。 

 

Ⅳ 建替え助成 

助成金 
自己負担 

1／10 

助成金 
自己負担 

1／10 
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１ 助成の要件 

（１）構造耐震指標が木造の場合Ｉｗ値１．０未満または非木造の場合Ｉｓ値０．６未

満相当で、著しく危険と認められるものであること。 

（２）令和８年３月末までに除却工事を完了すること。 
 

２ 助成金の額 

耐震改修に要する費用相当額と除却に要する費用のいずれか低い額（注）の１０分の９ 

ただし、分譲マンション以外の５，０００㎡を超える部分については２分の１ 
 

（注）・耐震改修に必要な工事金額の概算の算出が必要となります。 

   ・助成対象限度額は耐震改修助成と同様です（特殊な工法による場合の規定は適用しません）。 

 

 耐震改修助成・建替え助成・除却助成の併用はできません  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 除却助成 
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各助成金の手続きの主な流れは以下のとおりです。特に、助成金の交付決定通知前に

契約を行った場合は助成金を交付することができませんので、ご注意ください。 

 

 事 前 相 談  

助成金の申請に関する手続きや必要書類、市の予算の状況等、それぞれの建築物

の状況に応じたご案内が必要ですので、補強設計、耐震改修等を実施するときは、

業者選定や見積り等と並行して必ず府中市都市整備部住宅課住宅安全係に事前相談

を行ってください。 
 

 助成金交付申請  

申請書に次項に記載の書類を添えて、必ず事業者との契約前に市へ交付申請を行

ってください。内容審査の後、適当と認めたときは交付決定通知を送付します。 
 

 助成金交付決定  

 

 事業者と契約  

 

 着 手 届  

交付決定通知が届いて以降に事業者と契約を締結し、事業に着手し、着手届を市

に提出してください。 
 

◎変更届 または 変更申請書  

着手後、事業内容や事業に係る費用に変更が生じる場合、または事業を取止

める場合には、速やかに市へご連絡ください。内容によって届出書または変更

申請書等の提出が必要となります。 
 

◎協定団体の確認 または 第三者機関の評定 （補強設計時） 
 

◎事業者への支払い  

 

 完 了 報 告  

   事業が完了したときは、次項の表の書類を添えて市へ完了報告を行ってください。

内容審査の後、適当と認めたときは市より交付額確定通知書を送付します。 
 

 額 の 確 定  

 

 助成金の請求 （手続きの簡素化のため、完了報告書類の提出と同時に請求書も提出） 

 

 助 成 金 交 付  

   申請者からの助成金の請求に基づき、市より助成金を交付します。 

※事業が複数年度にまたがる場合は、別途手続きが必要となります。 

助成手続きのながれ 
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交付申請及び完了報告に際しては、様式とあわせて、以下の図書を提出してください。 

助成 

種別 

交付申請時の添付書類 
完了報告時の添付書類 

共通書類 各助成別 

補強 

設計 

・建物全部事項証明書又

は建物の所有権を証

する書類 

・確認通知書の写し又は

建築年月日を証する

書類 

・代表者承諾書と共有者

全員の同意書（建物の

所有者が複数の場合） 

・管理組合の規約と耐震

診断等の実施を決議

したことがわかる書

類（分譲マンションの

管理組合の場合） 

・法人全部事項証明書

（法人の場合） 

・特定緊急輸送道路沿道

建築物であることが

確認できる書類 

 

・設計者の建築士免許証の写しなど、

条例１０条１項に掲げる者である

ことがわかる書類 

・耐震診断報告書（概要） 

・設計見積書 

・設計工程表（概要） 

・補強設計結果報告書 

・補強計画に係る評定書 

・補強設計費用明細書 

・補強設計費用支払いに係る領収書 

※市への請求書も同時提出 

 

建替 

設計 

・耐震診断報告書（概要） 

・設計見積書 

・設計工程表（概要） 

・建替設計費用明細書 

・建替設計費用支払いに係る領収書 

・確認済証（写） 

・設計図書 

※市への請求書も同時提出 

耐震 

改修 

・土地の所有者の承諾書（借地の場合） 

・補強設計結果報告書（概要） 

・補強計画に係る評定書 

・工事に関する設計図書 

・工事見積書 

・工事工程表（概要） 

・建設業許可書（写し） 

・耐震改修結果報告書 

・耐震改修費用明細書 

・耐震改修費用支払いに係る領収書 

・工事写真（着手前・中間時・完了

時） 

※市への請求書も同時提出 

建替え 

・土地の所有者の承諾書（借地の場合） 

・耐震診断結果報告書（概要） 

・工事に関する設計図書 

・耐震改修に要する費用を示す書類 

・工事見積書 

・工事工程表（概要） 

・確認済証（写し） 

・建設業許可書（写し） 

・建替え費用明細書 

・建替え費用支払いに係る領収書 

・検査済証（写し） 

・工事写真（着手前・中間時・完了

時） 

※市への請求書も同時提出 

除却 

・土地の所有者の承諾書（借地の場合） 

・耐震診断結果報告書（概要） 

・耐震改修に要する費用を示す書類 

・工事見積書 

・工事工程表（概要） 

・建設業許可書または解体工事業登録

通知書（写し） 

・除却費用明細書 

・除却費用支払いに係る領収書 

・工事写真（着手前・中間時・完了

時） 

※市への請求書も同時提出 

（注）建築物により添付書類が異なる場合があります。また、上記以外の書類の添付が必要な場合があります。 

 

交付申請・完了報告時の添付書類 


